


建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防

止するため、宅地建物取引業法施行令第3条第1項で定める法令に基づく制限を重要事項

として説明するよう義務付けている。

改正水防法第 15条の 8tこ規定する届出義務を知らなかった場合、届出をしないこと等

により罰則を受けるなど、不測の損害を被るおそれがあることから、同法第 15条の 8第

1項を新たに説明すべき重要事項として位置づける改正を行った。

2. r宅地建物取引業法の解釈開運用の者え方』の改正点(別紙2参照)

宅地建物取引業法施行令の改正のとおり、宅地建物取引業法第35条第1項第2号の法

令に基づく制限として、新たに水防法第 15条の8を追加することを踏まえ、ガイドライ

ンJ3IJ添3 r重要事項説明の様式例」のうち、 Iの2の (2)の「法令名」の欄に記入する

法律名に関する一覧について、 r 1 8の5 水防法」を追加する等の所要の改正を行う。
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記載要領
① Iの 1について

「所有権に係る権利に閲する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等主主記記
録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。

② Iの 2の (1 )について
「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一極中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、 「制限の内容」の欄には、建築物の用途制隈、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Iの 2の (2 )について
「法令名 Jの欄には下記から該当する法律名を、 「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。

③ Iの 3について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、 「備考Jの欄にその略図等を記すこと。

⑤ Iの4について
イ 「施設の皇室備予定」の欄の「排水」の項のかっこ舎には、整備が予定されている施設の種
Bリを記すこと。

ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考」の欄に記すこと。
⑥ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応乙て別紙に包入しそれを添付するとともに、該

当部分を明示してその旨を記すこと。
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記載要領
① Iの 1について

「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部(申区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。

② Iの2の (1 )について
「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二菰低層住居専用地域、第一種中高

庖住居専用地域、第二種中高居住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、 「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Iの2の (2 )について
「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、 「制限の概要」の欄にはその法律に韮づく

制限の概要を記入すること。

(主主)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。

④ Iの3について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、 「備考」の欄にその略図等を記すこと。

⑤ Iの4について
イ 「施設の整備予定」の欄の「排水」の項のかっこ容には、整備が予定されている施設の程

7l1Jを記すこと。
ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考」の欄に記すこと。

⑤ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該
当部分を明示してその旨を記すこと。



記載要領
① Iの 1について

医主亙
重要事項説明容

(区分所有建物の売買・交換)
(第十一面)

イ 「土地J及び「建物」は、一棟の建物及びその敷地のうち取引に係るものについて記載す
ること。

ロ 「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、貿戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記
記録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。

② Iの 2の (1 )について
「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二穏住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、 「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Iの 2 (2) について
「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、 「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。
④ Iの 3について

略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、 「備考」の榔にその略図等を記すこと。
⑤ Iの4について

イ 「施設の鐙備予定」の欄の「排水」の項のかっこ舎には、整備が予定されている施設の稲
別を記すこと。

ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考」の欄に記すこと。
⑤ 各概とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、そ

の旨を記すこと。特に、規約等の内容を記入する欄については、そのすべてを記入することに
代えて、その写しをを添付することで足りるものとする(ただし、該当部分を明示すること)。



記載要領
① Iの lについて

医王画
重要 事 項 説 明 書

(区分所有建物の売買・交換)
(第十一面)

イ 「土地J及び「建物」は、一棟の建物及びその敷地のうち取引に係るものについて記載す
ること。

ロ 「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮主主記、差押え等登記
記録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各積の笠記事項を記載すること。

② Iの2の (1 )について
「用途地域名」の欄には、第一種低層住居得用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のい守れかに該当する場合
にはその地域名を記入し、 「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制隈の内容を記入すること。

③ Iの2 (2) について
「法令名」の欄には下記から該当する法体名を、 「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。
④ Iの3について

略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、 「備考」の欄にその略図等を記すこと。
⑤ Iの4について

イ 「施設の整備予定」の欄の「排水」の項のかっこ寄には、整備が予定されている施設の程
Eリを記すこと。

ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考」の欄に記すこと。
① 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、そ

の旨を記すこと。特に、規約等の内容を記入する欄については、そのすべてを包入することに
代えて、その写しをを添付することで足りるものとする(ただし、該当部分を明示すること)。
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記載要領
① Iの 1について

「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の主主記事項を記載すること。

② Iの 2 (1)について
「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二都低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、 「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Iの 2 (2) について
「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、 「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第 l項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。

③ Iの 3について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、 「備考」の欄にその略図等をTEすこと。

④ Eの6について
「一般借地契約」、 「定期借地契約」のいずれに該当するかを明示すること。

⑤ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該
当部分を明示してその旨を記すこと。
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記載要領
① Iの 1について

「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮主主記、差押え等主主記記
録の権末u部(甲区)に記録された所有権に係る各種の澄記事項を組織すること。

② Iの 2 (1) について
「用途地域名」の欄には、第一穏低層住居専用地域、第二穏低層住居専用地域、第 穏中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、 「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Iの 2 (2) について
「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、 「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。

③ Iの3について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、 「備考」の欄にその略図等を記すこと。

④ Eの 6について
「一般借地契約」、 「定期借地契約」のいずれに該当するかを明示すること。

⑤ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該
当部分を明示してその旨を記すこと。


